
京都府地球温暖化対策条例では、アイドリングストップ 

（駐停車時のエンジン停止）が義務となっています。 
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京都・セーフティー＆ 

エコドライブキャンペーン 
～エコドライブを実行しましょう！～ 

 

  

 

  

ふんわりアクセル 

加減速の少ない運転                                  

早めのアクセルオフ 

エアコンの使用を控えめに 

アイドリングストップ 

暖機運転は適切に 

道路交通情報の活用 

タイヤの空気圧をこまめにチェック 

不要な荷物は積まずに走行 

駐車場所に注意       *「エコドライブ１０のすすめ」より 

 
 

 

 

ただし、次のような場合は、アイドリングを禁止していません。 
・信号待ち、渋滞の場合、人が乗り降りする場合 

・冷凍車や保冷車など冷蔵装置を動かすためにエンジンをかける場合 

・運転手などの身体の健康を保つため必要な範囲内で車内の冷暖房を行う場合  など 
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